
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

日
時

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日

午
後
二
時

二

場
所

奈
良
市
登
大
路
町
三
○
番
地

奈
良
県
庁
五
階

第
一
会
議
室

三

公
聴
会
に
お
い
て
聴
こ
う
と
す
る
案
件

奈
良
県
ニ
ホ
ン
ジ
カ
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
（
第
三
次
）
の
変
更
に
つ
い
て

奈
良
県
イ
ノ
シ
シ
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
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